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自転車の前カゴにカバーを取り付けます。
日時　7/11（木）10:30～
場所　天野が原西公園（天野が原町2-22）
対象　自転車での来場者　定員　50人（先着）
□問 危機管理室 ☎892-0121
交野警察署 ☎891-1234

ひったくり防止カバー
無料取り付けキャンペーン防犯

お父さん・おじいちゃんが子ども・孫と一緒に楽し
める会です。お母さん・おばあちゃんもご一緒に。
日時　7/13（土）10:30～11:00
場所　第1児童センターこども図書室
対象　未就園児とそのお父さん・おじいちゃん
内容　おはなし会と絵本の選び方・読み方の講座
費用　無料
□問 倉治図書館 ☎891-1825
　 ぽらりすひろば ☎893-1414

「目指せ読みメン！」
おはなし会＆ミニ講座文化

夏休みの自由研究に自分だけの手作りノートを
使ってみませんか。絵本の読み聞かせもあります。
日時　7/25（木）14:00～14:45
場所　第1児童センター 2階 研修室
対象　小学生（低学年は保護者同伴可）
定員　20人（先着）　費用　無料
申込　直接会場
□問 第1児童センターこども図書室 ☎893-1144

夏のおたのしみ会文化

太陽光発電について学習し、それを利用したライ
トを作ります。
日時　7/31（水）10:00～12:00
場所　市役所別館3階　中会議室
対象　小学生以上の市民（小学3年生以下は保護者
同伴）
定員　20人（先着）　費用　無料
持ち物　500mlのペットボトル（丸型で直径6㌢
程度）、ハサミ、筆記用具、飲み物
申込・□問 7/1（月）から交野みどりネット事務局

☎892-0121

太陽光を使った
ペットボトルエコライトを作ろう環境

本の貸出・返却の受付や、書架の整理、本の修理な
ど、図書館の仕事を体験します。
日時　8/3（土）9:00～12:00
場所　倉治図書館・青年の家図書室
対象　小学5・6年生　定員　各施設2人（抽選）
申込　7/2（火）～17（水）に体験希望の図書館（室）
□問 倉治図書館 ☎891-1825
青年の家図書室 ☎893-4881

一日図書館員を募集体験

エネルギーについて学習し、工作でライト付手回
し発電機を作ります。
日時　8/9（金）10:00～12:00
場所　市役所別館3階　中会議室
対象　市内在住の小学4～6年生
定員　20人（先着）　費用　無料
持ち物　飲み物、筆記用具
申込・□問 7/1（月）～19（金）までに環境衛生課

☎892-0121

夏休み環境教室環境

地域の老人ホームを会場に、介護体験をします。
日時　7/28（日）13:30～15:30
場所　特別養護老人ホーム美来（倉治4-40-7）
対象　小・中学生と保護者（中学生は単独参加可）
定員　30人（先着）
申込　社会福祉協議会 ☎895-1185
□問 高齢介護課 ☎893-6400

親子で介護サーキット福祉

お知らせ
noticenotice

火災予防条例の一部を改正します消防

制度・業務

消防法令に関する重大な違反のある建物（特定用
途防火対象物）に命令を行った場合、その違反内容
を公表し、利用者の安全確保と、建物の関係者に対
して防火管理業務の適正化・消防用設備等の適正
な設置促進を図ることを目的に改正します。
今回、条例の概要および案を公表し、市民のみなさ
んからの意見を募集します。
意見の提出期間　7/1（月）～7/30（火）
□問 消防本部予防課 ☎892-0012

宅地建物取引業人権推進員制度人権

府は、宅地建物取引におけるあらゆる人権問題を
なくすため、業界団体と連携し、宅建業者の従業者
を対象に「宅地建物取引業人権推進員」を養成して
います。
人権推進員を設置している店はステッカーを掲示
しています。
□問 府建築振興課 ☎06-6210-9734

マイナンバーカード日曜日受付・交付申請

マイナンバーカードの交付通知書を持ち、平日来
庁できない人は、手続にお越しください。
また、申請時来庁方式による受付も行っています
ので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時　7/28（日）9:00～12:00
場所　市役所本館1階　市民課
※必ず本人がお越しください。
※混雑時は、お待ちいただくことがあります。
※申請時来庁方式については、ホームページまた
は市民課までお問い合わせください。
□問 市民課 ☎892-0121

ブロック塀等撤去・改修補助制度防災

工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな
い場合もありますので、事前にご相談ください。
対象　次に該当する塀の撤去・改修
▷国・府・市が管理する道路に面するコンクリート
ブロック塀・石垣・コンクリート塀・レンガ塀・土
塀であること
▷撤去する塀の高さが60㌢以上であること
▷一部撤去の場合は撤去後の塀の高さを全て60
㌢以下とすること
▷塀が道路に残ったり、水路等の公共施設に突出
しないこと
▷改修により新たにブロック塀等を設置する場合
は、その高さを全て60㌢以下とし、60㌢をこえ
る場合は軽量なフェンスとすること
▷改修により生垣を設置する場合は、1㍍あたり2
本以上連続して植えること
※高さはいずれも道路面からの高さです
補助額　①撤去：費用の80％（上限10万円）
　　　　②改修：費用の80％（上限20万円）
※②のみの補助を受けることはできません。いず
れも1,000円未満の端数は切り捨てます。
□問 営繕課 ☎892-0121

木造住宅耐震化補助制度防災

耐震診断補助制度
対象　昭和56年5月以前に建築された木造住宅の
所有者等
補助額　1戸あたり上限4万5,000円
耐震に関する各種工事等の補助
工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな
い場合もありますので、事前にご相談ください。
①耐震改修工事補助制度
工事費用の80％（上限100万円）
②耐震シェルター設置補助制度
設置費用の70％（1戸あたり上限40万円または
所得により60万円）
③木造住宅除却（解体）補助制度
上限40万円
対象　次の要件全て満たす人
▷昭和56年5月以前に建築された木造住宅
▷耐震診断後の施工
▷所有者等の属する世帯の課税標準額が507万円
未満
※いずれも1,000円未満の端数は切り捨てます。
□問 営繕課 ☎892-0121

倉治地区に残されていた古文書や絵図、近代以降
の写真（源氏の滝など）を展示します。
日時　7/3（水）～9/29（日）
場所　教育文化会館内　歴史民俗資料展示室
展示品　天保14年倉治村絵図、古写真、古文書（村
方明細帳ほか）
□問 教育文化会館 ☎810-6667

古文書にみる倉治文化

その他施設（市内）

みらい


